
鳥取市会計年度任用職員 

国際交流事務（英語担当、2026 年度採用分）採用試験 

≪募集案内≫ 

 

鳥取市企画推進部文化交流課都市交流係（市役所本庁舎 3階） 

住所 〒680-8571 鳥取市幸町 71番地 

電話  0857-30-8022 

 

１．募集職種・勤務場所・採用予定者数・職務内容 

募集する職種 勤務場所 
採用 

予定者数 
職務内容 

国際交流事務 

（英語担当） 

鳥取市 

国際交流プラザ 

（鳥取市湖山町西 

一丁目５１２） 

１名 

・鳥取市国際交流プラザ事業の企画運営業

務、一般事務※ 

・在住外国人支援事業、市民国際理解推進

事業に係る英語の通訳・翻訳業務等 

※「災害時の応急対応業務」に従事いただく場合があります。 

 

２．任用期間  ２０２６年７月１日から ２０２７年３月３１日まで 

勤務成績及び業務・予算措置の状況等に応じて任用期間を更新する場合があります。ただし、採

用日から５年を経過する日が属する年度末までが更新の限度となります。 

 

３．勤務条件 

報 酬 月額報酬１９５，０００円 ＋ 通勤費 ＋ 期末手当・勤勉手当 

費用弁償 

（通勤費） 

通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合に距離数に応じて通勤費を支給します。また、

各種公共交通機関を利用する場合は、定期又は回数券利用に係る費用を支給しま

す。（自動車等利用者は 38,700 円、公共交通機関等利用者は 150,000 円を上限と

します。） 

社会保険等 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、災害補償が適用されます。 

休 暇 
年次有給休暇、病気休暇、特別休暇等を設けています（有給・無給の休暇があり

ます）。 

勤務時間 

週３０時間を基本とします 

※基本は毎週火・木・金・土曜日の８：３０～１７：１５で調整するが、これ

ら以外の曜日、時間、祝日の勤務あり 

服 務 
会計年度任用職員は一般職の地方公務員であり、地方公務員の服務に関する各規

定が適用されます。 

※各種勤務条件は、今後の事業計画の見直し、欠員の状況、給与改定等によって変更となる場合があります。 

  



４．応募条件等 

（１）年齢、性別、国籍は問いません。 

（２）次の①～⑥の条件をすべて満たしていること 

①実用英語検定準１級以上、またはＴＯＥＩＣテスト８００点以上、またはそれに 

準ずる能力を有すること 

     ②日本語能力試験Ｎ２（旧２級）レベル相当以上であること 

③パソコン（ワード、エクセル、パワーポイント）の基本操作が可能であること 

④電話や電子メールにて、連絡調整が可能であること 

⑤翻訳、通訳業務が可能であること 

⑥普通自動車運転免許（AT 限定可）を有すること 

 

５．受験資格 

応募条件を満たしている人でも、次の（１）、（２）のいずれかに該当する場合は受験できませ

ん。 

（１）地方公務員法第１６条の規定により次のいずれかに該当する人 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での人 

・鳥取市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から６３条までに規

定する罪を犯し刑に処せられた人 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体

を結成し、又はこれに加入した人 

（２）日本国籍を有していない人で、就労に制限のない在留資格を取得していない人 

 

６．申込受付期間 

受付期間 ２０２６年４月２４日（金）～２０２６年５月１９日（火） 

 

７．申込方法 

提出書類 

所定の受験申込書 １部 

※顔写真は、カラー・無帽・背景なしで、3か月以内に撮影したものを添付する 

こと 

書類提出の

方法 

・Ｅメール、郵送または持参により、下記の申込先に書類を提出ください。 

・郵送の場合は、封筒の表に赤字で「国際交流事務員（プラザ）応募」と書いて

ください。２０２６年５月１９日（火）までの必着に限り受け付けます。 

・持参の場合の受付時間 8：30～17：15（土・日曜日、祝日は除く） 

申込先 

(問合せ先) 

鳥取市企画推進部文化交流課都市交流係 藤田・竹内 

〒680-8571 鳥取市幸町 71 番地 

電話：0857-30-8022   Fax：0857-20-3040  

Ｅメール： bunka@city.tottori.lg.jp 

 



８．試験日時・試験会場 

試験日時 ２０２６年５月２７日（水）午後 

試験会場 鳥取市役所本庁舎（鳥取市幸町７１番地） 

 ※遅刻者は受験できません。指定された時間までに試験会場へお越しください。 

試験の時間帯等の詳細については別途連絡いたします。 

 

９．試験科目 

試験科目 内       容 

面接試験 
個別面接による人物についての口述試験 

※面接の中で、通訳・翻訳能力の試験を実施します 

 

１０．合格者の決定・発表方法 

 試験の評価を点数化し、得点の高い順に合格者を決定します。 

 合否は、２０２６年６月１０日（水）までに、すべての受験者にＥメールで通知します。 

 

１１．その他 

（１）本試験に関して収集した個人情報については、採用手続き以外には使用しません。 
（２）申込書類は返却しませんので、予めご了承ください。 
（３）受験申込書へは記入漏れのないようご注意ください。 

申込書受理後の記載内容の変更等は原則認めません。 
（４）申込書の記載事項に虚偽等があった場合、受験が無効となる場合があります。 

（５）合格者の辞退または合格の取り消し等により当該合格者が採用にならない場合は、選考試験

の得点の高い順から繰り上げて採用することがあります。 


